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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年５月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 不明（平成３０年５月１３日 ０５時２０分ごろ～０５時２３分ごろ

の間） 

発生場所 福山港 

ＪＦＥスチール福山港導灯（前灯）から真方位１７８°１.３海里

（Ｍ）付近～１８１°１.４Ｍ付近 

事故の概要 貨物船OCEAN
オーシャン

 CAESAR
カ エ サ ル

は、右舷に引船日
にち

福
ふく

丸のタグラインを係止して

南進中、甲板手がタグラインに当たって負傷した。 

事故調査の経過  平成３０年５月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 OCEAN CAESAR（パナマ共和国籍）、９０,０９１トン 

９４３９１２５（ＩＭＯ番号）、SEA GREEN SHIPPING S.A.

（船舶所有者）、喜多浦海運株式会社（運航者、Ａ社） 

２８８.９３ｍ×４５.００ｍ×２４.７０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１８,６３０kＷ、２００８年６月１３日（引

渡） 

Ｂ 引船 日福丸、１９６トン 

１４２１５３、福山ポートサービス株式会社（Ｂ社） 

３８.２０ｍ×９.００ｍ×３.９０ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、２,６４６kＷ（合計）、平成２６年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ４６歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

    交付年月日 ２０１６年１１月３日 

          （２０２１年８月１５日まで有効） 

甲板手Ａ１（フィリピン共和国籍） 男性 ４８歳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５４歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５９年１２月６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年８月４日 

免状有効期間満了日 令和元年１２月５日 

 死傷者等 Ａ 重傷 １人（甲板手Ａ１） 
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Ｂ なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 

  

気象：天気 曇り、風向 北北東、風速 約１.２m/s  

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、福山港に入船左舷着けで入港して揚荷役を終え、船長Ａ及

び甲板手Ａ１ほか１９人（全員フィリピン共和国籍）が乗り組み、水

先人を乗せ、中華人民共和国福建省福州市所在の造船所に向かう予定

で、平成３０年５月１３日０５時００分ごろ、Ｂ船を含む引船３隻を

補助に当たらせて原料岸壁を離岸した。 

船長Ａは、船尾部の甲板に航海士（以下「航海士Ａ」という。）、甲

板手Ａ１及び別の甲板手（以下「甲板手Ａ２」という。）を配置させ

た。 

Ａ船は、原料岸壁に沿って回頭域まで北進し、０５時１２分ごろか

ら０５時１６分の間、Ｂ船を含む引船３隻、主機及び舵を用いて右方

に旋回し、０５時１９分ごろ、針路を約１９４°とし、約２ノットの

対地速力で港外に向かった。 

船長Ａは、０５時２０分ごろ、水先人の助言を受け、‘Ｂ船のタグ

ライン’（以下「本件ライン」という。）を放すよう、航海士Ａにトラ

ンシーバーで指示した。 

甲板手Ａ１は、航海士Ａ及び甲板手Ａ２が、右舷船尾に向かったの

を見て、本件ラインを放すことを察し、他の２人を補助するつもり

で、‘本件ラインが繰り出されたＡ船右舷フェアリーダ’（以下「本件

フェアリーダ」という。）付近に向かい、屈
かが

んで待機した。 

‘航海士Ａ、甲板手Ａ１及び甲板手Ａ２’（以下「船尾配置員」とい

う。）は、本件ラインが弛
たる

んだのを認めたので、甲板手Ａ１が両手で本

件ラインを、甲板手Ａ２が両手で本件ラインのアイを、それぞれ保持

し、航海士Ａが先取りロープを取りに行き、甲板手Ａ２が、ボラード

からアイを外そうとしたが、外すことができずにいるうちに本件ライ

ンが緊張し、甲板手Ａ２が本件ラインから直ちに離れたものの、甲板

手Ａ１の右足首付近に緊張した本件ラインが当たった。（図１及び図２

参照) 
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図１ Ａ船船尾部の甲板    図２ 船尾配置員の状況 

 

船長Ａは、甲板手Ａ１が負傷したことを知り、水先人を介して船長

Ｂに依頼し、Ｂ船をＡ船の左舷船尾に移動させて甲板手Ａ１をクレー

ンで降ろし、岸壁に向かわせた。 

Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、０４時２０分ごろ福山港港内

のタグボートバースを発し、出港を補助する目的でＡ船に向かい、０

４時３０分ごろＡ船の舷側付近で水先人の指示を待った。 

Ｂ船は、水先人の指示により、０４時５０分ごろ本件ラインをＡ船

の右舷船尾に係止し、Ａ船が係留索を放すのに備えてＡ船を押さえ込

み、Ａ船が係留索を放した後、本件ラインを約１００ｍ伸出してＡ船

を引き出し、回頭域に向かって北進するＡ船に伴走した。 

Ｂ船は、０５時１２分ごろＡ船が回頭域に至ったところで、本件ラ

インを伸ばしてＡ船の右舷船橋前に移動し、Ａ船の右回頭を補助し

た。 

Ｂ船は、回頭を終えて南進するＡ船に伴走し、０５時２０分ごろ、

水先人から本件ラインを放す旨の指示を受けて右舷船橋前を離れ、本

件ラインが海面に浸からないよう、Ａ船への接近に合わせて本件ライ

ンを巻きながら、本件フェアリーダの下方付近に向かった。 

船長Ｂは、０５時２３分ごろＢ船船首部を本件フェアリーダの下方

付近に位置させ、乗組員１人を船首甲板に配置し、本件ラインを緩め

る等の指示が船尾配置員からあるのを待っていたところ、水先人から

甲板手Ａ１が負傷したので、左舷船尾に移動し、甲板手Ａ１を収容して

岸壁に搬送して欲しい旨の要請を受けた。 

Ｂ船は、０５時３０分ごろ、本件ラインが放されてＡ船の左舷船尾

に移動し、甲板手Ａ１を収容して岸壁に向かった。 

甲板手Ａ１は、病院に搬送され、全治３か月の右踵
しょう

骨開放性粉砕骨

折と診断された。 

Ａ船は、福山港に投錨して海上保安庁の調査を受け、１４日１２時

クレーン 

本件フェアリーダ 

ボラード 

 

航海士Ａ 

甲板手Ａ２ 先取りロープ 

本件ライン 

甲板手Ａ１ 

ボ
ラ
ー
ド 

本件フェアリーダ 



- 4 - 

５５分ごろ抜錨して目的地に向かった。 

（付図１ Ａ船の航行経路図、付図２ Ｂ船がＡ船を補助した状況、

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 船長Ａ及び甲板手Ａ１は、航海士Ａの指示を受けないまま、Ｂ船が

本件ラインを緊張させたと本事故後に思った。 

甲板手Ａ１は、航海士ＡがＢ船に本件ラインを緩
ゆる

めるよう指示した

か否かは分からなかったが、本件ラインが弛んだので、本件フェアリ

ーダ付近に向かい、放すのに備えて両手で本件ラインを保持した。 

Ａ社は、船尾配置員がＢ船の位置を確かめないまま、本件ラインに

接近したことを事故後に把握した。 

船長Ｂは、船尾配置員が、引船の位置及び本件ラインの状態を確か

めた上で、本件ラインを緩めるなど指示があれば、当該指示に応えて

本件ラインを操作するつもりであったが、船尾配置員から指示がなか

ったので、本件ラインを張ることも緩めることもないまま、本件ライ

ンに懸垂部の重量が掛かった状態で、本件フェアリーダの下方で待機

していた。 

船長Ｂは、Ｂ船が右舷船橋前から本件フェアリーダの下方付近に移

動する間、Ａ船への接近に合わせて巻いていた本件ラインが、弛んだ

り、緊張したりする状況下において、船尾配置員が本件ラインを保持

すれば、本件ラインに当たって負傷する可能性があったと本事故後に

思った。 

本件ラインは、超高分子ポリエチレンロープで、直径約６５mm、長

さ約１５７ｍ、長さ約１ｍ当たりの質量が約２.５kg であった。 

Ａ船の喫水は、船首約６.８０ｍ、船尾約８.３１ｍで、船尾の乾舷

が、約１６ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、福山港において、離岸後、Ｂ船を伴って南進中、本件ライ

ンを放す際、船尾配置員が、Ｂ船の位置及び本件ラインの状態を確か

めないまま本件ラインに接近したことから、甲板手Ａ１が、右足首付

近に緊張した本件ラインが当たって負傷したものと考えられる。 

本事故は、本件ラインが、一時的に弛んだのち緊張した際、甲板手

Ａ１の足首付近に当たっていることから、Ｂ船が右舷船橋前から本件

フェアリーダの下方付近に移動する間に発生したものと考えられる。 

甲板手Ａ１は、他の船尾配置員の様子を見て、本件ラインを放すこ

とを察し、他の２人を補助するつもりで、本件フェアリーダ付近で待

機していたところ、航海士ＡがＢ船に本件ラインを緩めるよう指示し

たか否かは分からなかったが、本件ラインが弛んだので、本件ライン
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に接近したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が、福山港において、離岸後、Ｂ船を伴って南進

中、本件ラインを放す際、船尾配置員が、Ｂ船の位置及び本件ライン

の状態を確かめないまま本件ラインに接近したため、甲板手Ａ１が、

右足首付近に緊張した本件ラインが当たったことにより発生したもの

と考えられる。 

再発防止策 

 

Ａ社は、本事故後、以下の再発防止策を行うこととした。 

・乗船前教育として、各種作業に関する危険予知訓練（KYT）を受

けさせること。 

・離着岸作業等の情報を共有できるよう、乗組員に、入出港の都

度、BTM（Bridge Team Management）及び BRM（Bridge Resource 

Management）に関するミーティングを開催させること。 

・海務及び工務各監督は、訪船した際、BTM 及び BRM に関するミー

ティングに立ち会って内容を確認すると共に、必要に応じて乗組

員を指導すること。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・乗組員は、引船の位置及びタグラインの状態が確認され、同ライ

ンが十分弛んで保持できる状態になるまで、安全な距離を保って

待機すること。 

・甲板作業を指揮する航海士（以下「甲板指揮者」という。）は、

自船の要請を的確に引船に伝えること。 

・自船の要請を直接引船に伝えることが困難な場合、甲板指揮者

は、船長又は水先人を介すなどして、引船との意思の疎通を図る

こと。 

・甲板指揮者は、他の乗組員に適切な指示を与え、また、指示があ

るまで個人の判断で作業に当たらないよう指導すること。 

・乗組員は、甲板指揮者の指示に従うこと。 

・船長は、乗組員の、不適切、あるいは、危険な行動を認めれば、

直ちに注意を促すこと。 
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  付図１ Ａ船の航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県

原
料
岸
壁 

広島県 
岡山県 

ＪＦＥスチール福山港導灯（前灯） 

Ａ船 

事故発生場所 

平成３０年５月１３日 

０５時２０分ごろ～０５時２３分ごろの間 

Ａ船の本件フェアリーダ付近で発生 

（付図２ Ｂ船がＡ船を補助した状況 参照） 
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付図２ Ｂ船がＡ船を補助した状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

時：分：秒 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

04:59:29 34-26-59.0 133-26-44.9 001 097.8 0.4 

05:06:01 34-27-06.3 133-26-51.6 008 013.5 3.0 

05:10:01 34-27-19.7 133-26-54.1 003 002.9 3.1 

05:12:01 34-27-23.6 133-26-54.3 011 338.5 0.8 

05:13:01 34-27-24.1 133-26-53.7 022 291.8 0.7 

05:13:52 34-27-24.4 133-26-52.8 041 289.0 1.1 

05:16:13 34-27-27.4 133-26-52.3 119 045.3 1.9 

05:19:12 34-27-25.3 133-26-56.0 194 207.6 2.1 

05:21:46 34-27-19.2 133-26-53.1 191 202.1 3.1 

05:23:08 34-27-14.9 133-26-51.3 183 193.5 3.7 

05:23:46 34-27-12.5 133-26-50.7 180 186.5 3.9 

05:30:07 34-26-45.7 133-26-49.8 180 180.9 4.5 

 

① 右舷船橋前の位置（０５時１２分ごろ～２０分ごろ） 

①⇒④ 移動（０５時２０分ごろ～２３分ごろ） 

④ 本件フェアリーダ下方の位置（０５時２３分ごろ～３０分ごろ） 

本事故発生場所 

Ａ船 

Ｂ船 

× 
④ 

① ② 

③ 

④ 

③ 

② 
① 

本件ライン 


